
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和7年度 県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 式 12,093,070 12,093,070 11,814,666

共通仮設費 式 2,502,000 2,206,930 1,775,334

純工事費 式 14,595,070 14,300,000 13,590,000

現場管理費 式 6,310,000 5,580,000 4,470,000

工事原価 式 20,905,070 19,880,000 18,060,000

一般管理費等 式 4,284,930 3,790,000 3,240,000

工事価格合計 式 25,190,000 23,670,000 21,300,000 21,300,000

消費税 式 2,519,000 2,367,000 2,130,000 2,130,000

工事費計 式 27,709,000 26,037,000 23,430,000 23,430,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



各様式共通
１．

２．

３．

４．

工事調査表－１　積算内訳書
　　　　　１．調査表２の総括表として作成する。
　　　　　２．予定価格欄は開札後発注者が公表する「開札後公表設計書」の金額を記載する。

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表
１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起
算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の
添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に
従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める
添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するもの
とする。）



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書  その1
工事名  令和7年度 県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

道路修繕工
舗装工

舗装打換え工
表層 5,550 ｍ2 11,188,800 5,550 2,016 11,188,800 4,440 2,464 10,940,160 1.22 資材値上がり（スライド対象）

表層 177 ｍ2 218,418 177 1,234 218,418 97 1,482 143,754 1.20 資材値上がり（スライド対象）

表層 - - - - 60 2,410 144,600 工種追加
区画線工

区画線工
溶融式区画線 1 式 2,841 1 2,841 2,841 0 0
溶融式区画線 1 式 123,889 1 123,889 123,889 0 0
ペイント式区画線 1 式 229,488 1 229,488 229,488 1 272,844 272,844 1.19 延長変更
ペイント式区画線 1 式 34,635 1 34,635 34,635 0 0
ペイント式区画線 1 式 53,599 1 53,599 53,599 1 83,808 83,808 1.56 延長変更

仮設工
交通管理工 1 式 241,400 1 241,400 241,400 1 229,500 229,500 0.95

直接工事費計 12,093,070 12,093,070 11,814,666

共通仮設費率計算額 2,502,000 2,206,930 1,775,334

共通仮設費計 2,502,000 2,206,930 1,775,334

純工事費 14,595,070 14,300,000 13,590,000

現場管理費 6,310,000 5,580,000 4,470,000

工事原価 20,905,070 19,880,000 18,060,000

一般管理費等 4,284,930 3,790,000 3,240,000

工事価格計 25,190,000 23,670,000 21,300,000

消費税 2,519,000 2,367,000 2,130,000

工事費計 27,709,000 26,037,000 23,430,000

工種
入札時 工事完成時 (b)/(a)が0.95～1.05

を外れる場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



各様式共通
１．

２．

３．

４．

工事調査表－１　積算内訳書
　　　　　１．調査表２の総括表として作成する。
　　　　　２．予定価格欄は開札後発注者が公表する「開札後公表設計書」の金額を記載する。

提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載
とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。

各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を
提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）に
より協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日
以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなけ
ればならない。



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和7年度 県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査表－３ 手持ち資材一覧
　　　　　１．本様式は、調査対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。
　　　　　２．

添付書類
　　　　　１．

　　　　　２．本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写しを添付する。

本工事において、手持ち資材はありません

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）ま
でに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価
本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう
教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の
添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指
定様式をPDFファイルとして提出する。

「単価」の欄には、手持ち資材の原価を記載する（調査対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）例え
ば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。

本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真（調査対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有の特徴が
分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分かるように撮影したもの）を添付する。



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和7年度 県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

単位 備　　　考

業者名 所在地 入札者との関係 業者名 所在地 入札者との関係 (市場単価を記入）

各様式共通
１．

２．

３．

４．

工事調査表－４ 資材購入先一覧
１．

２．

３．

添付書類
１．

２． 本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。
３．

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名

自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製
造原価（いずれも過去１年以内のものに限る）など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。

「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。また、取引年数を括弧書きで記載す
る。
手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は、製
造原価（いずれも過去１年以内のものに限る）を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。

購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績（過去１年以内の販売実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書
等の写しを添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に
従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合
は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である
旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDF
ファイルとして提出する。

「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績（過去１年以内の販売実績に限る）のある単価以上の金額等合理的かつ
現実的なものを記載する。

自社による購入資材はありません



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和7年度 県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名

各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査表－５ 手持ち機械一覧
　　　　　１．本様式は、調査対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。
　　　　　２．

添付書類
　　　　　１．

　　　　　２．過去１年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が調査対象工事で使用可能な管理状態にあることを明らかにした書面を添付する。
　　　　　３．

本工事において、手持ち機械はありません

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時

本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し及び写真（調査対象工事に使用予定である旨を記載した出
荷伝票を当該機械固有の特徴が分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体が分かるように撮影したも
の）を添付する。

本様式に記載した手持ち機械について、原価の算定根拠を明らかにした書面並びに固定資産税（償却資産）に係る課税台帳登録事項証明書や
納税申告における種類別明細書など手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価格、評価額等の
明細が明らかにされた書面及び当該年度の減価償却額（当該機械に加えられた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む）を明らかにした
書面を添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅ
ん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書
類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる
（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確
認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

「単価」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する（調査対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定して
いない場合を含む。）例えば、年間の維持管理費用（減価償却費を含む）を調査対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を
加えた額を記載する。



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画  その1
工事名 令和7年度 県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

舗装修繕工

舗装工
舗装打換え工

しなのアスコン㈱ しなのアスコン㈱
表層 土木一般世話役 29,900 2.77 協力業者20年 32,100 2.22 協力業者20年 0.80 減工のため

しなのアスコン㈱ しなのアスコン㈱
特殊作業員 27,300 8.32 協力業者20年 28,400 6.66 協力業者20年 0.80 減工のため

しなのアスコン㈱ しなのアスコン㈱
特殊運転手 26,900 8.32 協力業者20年 27,700 6.66 協力業者20年 0.80 減工のため

しなのアスコン㈱ しなのアスコン㈱
普通作業員 24,100 17.76 協力業者20年 24,600 13.32 協力業者20年 0.75 減工のため

しなのアスコン㈱ しなのアスコン㈱
表層 土木一般世話役 29,900 0.09 協力業者20年 32,100 0.05 協力業者20年 0.56 減工のため

しなのアスコン㈱ しなのアスコン㈱
特殊作業員 27,300 0.26 協力業者20年 28,400 0.15 協力業者20年 0.58 減工のため

しなのアスコン㈱ しなのアスコン㈱
特殊運転手 26,900 0.26 協力業者20年 27,700 0.15 協力業者20年 0.58 減工のため

しなのアスコン㈱ しなのアスコン㈱
普通作業員 24,100 0.56 協力業者20年 24,600 0.29 協力業者20年 0.52 減工のため

しなのアスコン㈱ しなのアスコン㈱
表層 土木一般世話役 - - 協力業者20年 32,100 0.26 協力業者20年

しなのアスコン㈱ しなのアスコン㈱
特殊作業員 - - 協力業者20年 28,400 1.27 協力業者20年

しなのアスコン㈱ しなのアスコン㈱
普通作業員 - - 協力業者20年 24,600 1.02 協力業者20年

区画線工

矢木ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 矢木ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱

区画線工 土木一般世話役 29,900 1.00 協力業者35年 32,100 1.00 協力業者35年 1.00
矢木ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 矢木ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱

特殊作業員 27,300 1.00 協力業者35年 28,400 1.00 協力業者35年 1.00
矢木ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 矢木ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱

特殊運転手 26,900 1.00 協力業者35年 27,700 1.00 協力業者35年 1.00
矢木ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 矢木ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱

普通作業員 24,100 3.00 協力業者35年 24,600 3.00 協力業者35年 1.00
仮設工

しなのアスコン㈱ しなのアスコン㈱
交通管理工 交通誘導員B 14,200 17.00 協力業者20年 15,300 15.00 協力業者20年 0.88 減工のため

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査表－６ 従事者の確保計画
　　　　　１．自社従事者と下請従事者とを区別し自社従事者については労務単価、員数とも（　）内に外書きする。
　　　　　２．

　　　　　３．「員数」の欄には、使用する従事者の延べ人数を記載する。
　　　　　４．

添付書類
　　　　　１．

　　　　　２．自社従事者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面を添付する。

「下請会社名等」の欄には、従事者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。取引年数を括弧書きで
記載する。

本様式に記載した自社従事者が自社社員であることを証明する書面及び過去３月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台
帳の写し等を添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領
に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場
合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類であ
る旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式を
PDFファイルとして提出する。

「労務単価」の欄には、経費を除いた従事者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。自社従事者に係る労務単価については、調査対象工事について発注者から受け取
る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社従事者に支払う予定の賃金の額を記載する。



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画   
令和7年度 県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

世話役
特殊

作業員
普通

作業員
特殊

運転手
交通

誘導員
世話役

特殊
作業員

普通
作業員

特殊
運転手

交通
誘導員

t=40mm 2.77 8.32 17.76 8.32 37.17 2.22 6.66 13.32 6.66 28.86 0.78 減工のため

t=20mm 0.09 0.26 0.56 0.26 1.17 0.05 0.15 0.26 0.15 0.61 0.52 減工のため

t=20mm - - - - 0.26 1.27 1.02 2.55

1.00 1.00 3.00 1.00 6.00 1.00 1.00 3.00 1.00 6.00 1.00

17.00 17.00 15.00 15.00 0.88 減工のため

工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査表－７ 工種別従事者配置計画
　　　　　１．本様式には調査表－６の計画により確保する従事者の配置に関する計画を記載する。
　　　　　２．「配置予定人数」欄は、長野県が公表する職種のうち必要な職種について記載する。
添付書類
　　　　　１．本様式に記載した自社従事者の職種ごとの配置計画を添付する。

各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任
意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやか
に指定様式をPDFファイルとして提出する。

仮設工

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出
時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出する
よう教示をした場合は、この限りでない。

交通管理工

種別

表層

区画線工

工事名

工　種

道路修繕工

舗装工

表層

表層

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ
寄せと判断された場
合は、工事成績が減

点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和7年度 県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

数量 数量 備考

ｍ3 委託先
委託金額
（単価）ｍ3

予定箇所
受入価格
（単価）ｔ

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

各様式共通
　１．

　２．

　３．

　４．

工事調査表－８ 建設副産物の搬出処理
　１． 調査対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。
　２．

　３． 収集運搬を自社で行う場合は、委託先を「自社」と記載する。
添付書類
　１． 受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。
　２．

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の
確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で当該会社の取引実績（過去１年以内の受入れ実績に限
る）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後
しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。

受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績（過去１年以内の受入れ実績に限る）のある単価など見積書記載の金
額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）

入札時 工事完成時

提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付
書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる
（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

該当する建設副産物はありません



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和7年度 県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

（例） 監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

一級土木施工管理技士 S62.3.10 6103560 一級土木施工管理技士 S62.3.10 6103560

監理技術者 R7.2.13 第00070171815号 監理技術者 R7.2.13 第00070171815号

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

各様式共通
　１．

　２．

　３．

　４．

工事調査表－９ 配置予定技術者
　１．配置を予定する主任技術者、監理技術者，現場代理人及び低入札価格調査による別途配置技術者について記載する。
添付書類
　１．記載した技術者等が自社で雇用する社員であることを証明する健康保険証等の写しを添付する。
　２．記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

R8.1.16 C256109346

入札時 工事完成時（実績）

備考

鈴木 直彦 専任 鈴木 直彦 専任主任技術者主任技術者

提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう
教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の
添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～９）により協議し、発注者の確認後すみやかに指
定様式をPDFファイルとして提出する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）ま
でに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。

現場代理人 下田 佑平 専任専任 現場代理人 下田 佑平C256109346二級土木施工管理技士補 R8.1.16 二級土木施工管理技士補



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 23,430,000 円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 23,430,000 円
落札率（A/a）←調査表１ 93.96%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由



各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査様式２ 赤字となった原因
　　　　　１．当該工事で赤字となった理由を、労務費、手持ち工事の状況、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況等の面から記載する。
　　　　　２．２．直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載

するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する（以下の様式によっては自社が入札した価格で施
工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。）

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事
完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必
要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出すること
ができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、
発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。


